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■ 第1節　市民参加・協働の推進
■ 第2節　平和と人権尊重社会の推進
■ 第3節　男女共同参画の推進
■ 第4節　行財政運営・行革の推進
■ 第5節　広域連携の推進
■ 第6節　情報公開・広報広聴の充実

計画の実現に向けて第6章

◆未来のきたひろしま絵画コンクール受賞作品（平成21年実施）
　　　「緑がたくさんある楽しい北広島」　西の里小学校４年　角田　美里 さん



現状と課題

｜ 北広島市総合計画126

第1節 市民参加・協働の推進

　人口減少や高齢化、地域経済の停滞、市民ニー

ズの多様化などの環境変化の中で、自治体は自己決

定・自己責任の考え方を基本に市民と行政が対話を

重ね、課題と目標を共有しながら地域独自の伝統、文

化、個性などの資源を生かした地域主権型社会に向

けて、主体的な行政運営ができる仕組みづくりが求め

られています。市民は積極的に自治体経営に参加す

るとともに、行政との協働を推進していく必要がありま

す。

　NPO法の施行から10年以上が経過し、市民活動

はますます活発になってきている一方で、活動拠点の

確保や活動基盤が脆弱な団体への支援が求められ

ています。

　これからのまちづくりには、地域固有の特性・問題点

や課題を明らかにし、主体的な創意・工夫のもと、地域

に必要で最適な活動を市民自らが地域の担い手とし

て実践する自立的なコミュニティ※1が求められていま

す。

　町内会・自治会では、地域に共通するさまざまな課

題をみんなで協力して解決し、快適なまちづくりをめざし

て自主的に活動していますが、未加入や未組織など

の課題があります。

　町内会・自治会の活動拠点には、地区住民セン

ターと住民集会所がありますが、老朽化が進んでいる

施設については改修が必要となっています。

■市民参加の基本原則や市民の役割、具体的な市民参加の対象や手続きの方
法などを規定した市民参加条例に基づき、市民参加機会の拡大、市民の意向
が市政に反映される市民自治によるまちづくりを推進します。

■協働指針に基づき、市民が主体となった公益活動団体 （NPO※2、公益法人、共
益的団体など） と行政の協働を推進します。

■協働のパートナーとして自主性・自立性を尊重し、公益活動団体の活動を促進
します。

■町内会・自治会等の活動を支援し、地域コミュニティ※３の醸成を図るとともに、
市民活動の拠点となる地区住民センターや住民集会所の環境整備を進めま
す。

■学校跡施設については、全市的な視点を持ちながら利活用を図ります。

基本的方向

第６章 計画の実現に向けて
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市民参加の推進
●市民参加の対象となる事業には、企画段階から、パブリックコメントや審議会委員の市民公募、ワークショッ

プ、市民説明会などの参加手法を行い、市民が積極的に参加・参画できる機会の拡充を図ります。

●公共施設に市民参加の情報等をまとめて公表する常設の「市民参加コーナー」を整備します。

●市民参加推進会議において、市民参加の実施の評価、市民参加条例運用の評価・見直し等を行います。

協働の推進
●行政と公益活動団体がお互いの領域を固定せず、社会状況の変化に対応した協働を推進します。

●行政だけが担っていた事業の領域において、公益活動団体の専門性などを生かした事業の提案を募集し、
市民ニーズに対応したきめ細かな公共サービスを提供します。

●市民協働推進会議において、行政と公益活動団体との協働を中立的な立場で調査審議し、透明性、客観
性を確保しながら協働指針に基づく協働を推進します。

公益活動の促進
●公益活動団体の活動に対して公募型補助金を交付し、公益活動の活性化を図り、自立的な発展を促進し

ます。

●市民が安心して公益的活動を行うことができるよう、ボランティア保険制度を検討します。

●NPO※2入門講座の実施やNPO※2法人の認証などの活動を支援するとともに、公益活動団体相互の組織
的、人的ネットワークの拡大につながる交流機会を提供します。

●市民に公益活動情報を発信することや団体相互の交流や日常のミーティング場所の提供、備品・機材の貸
出しなど、活動に必要な支援機能を充実するために （仮称） 公益活動センターを整備します。

地域コミュニティの醸成
●地域コミュニティ※３の醸成を図るため、町内会・自治会等の加入促進とともに、運営費の一部を助成し、自治

会活動の支援を推進します。

●地域コミュニティ※３活動の拠点となる地区住民センター及び住民集会所は、市民の身近な活動の場として
利用しやすい施設となるよう、老朽化を考慮しつつ計画的に改修を進めます。また、新たに発展が期待される
地域への施設整備を検討します。

●学校跡施設については、学校跡施設利活用計画を策定し、計画に沿った利活用を進めます。

※1　コミュニティ：地域社会や共同体。人々が
共通の意識をもって生活を営む地域または
集団など。

※ 2　NPO：英語の Non ‐ Profit Organization の
略。営利を目的としない民間組織。

※ 3　地域コミュニティ：地域におけるさまざまな共同
体のことで、町内会や自治会、一定のテーマや
目的を持った集まりや団体など。
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第2節  平和と人権尊重社会の推進

　本市は、昭和63年 （1988年） ４月に平和都市宣

言を行い、恒久平和の実現を願う市民の意思を表明

しました。平成20年 （2008年） ４月には、平和都市

宣言20周年を記念して、平和市長会議に加盟しまし

たが、未だ世界の各地で紛争が絶えません。平和都

市宣言に基づく、戦争のない平和な世界、平和の尊

さ・大切さを次世代の人々に引き継いでいくことが、よ

り一層求められています。

■平和都市宣言のまちとして、恒久平和の実現に努め、平和に対する市民意識の
高揚・醸成を図ります。

■一人ひとりがお互いの人権や価値観を正しく尊重し合える人権意識の高揚を
図ります。

基本的方向

　市民の人権に対する理解と認識は、さまざまな啓発

活動を通じて深まってきています。しかしながら、今日の

複雑な社会情勢を反映した学校や職場内でのいじめ

やハラスメント、差別など、人権に関する問題も存在し

ています。だれもが幸福で、生きがいのある生活を送る

ための人権が尊重される社会の実現をめざして、たゆ

まずに市民の人権意識の高揚を図っていく必要があ

ります。

第６章 計画の実現に向けて



施　策
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恒久平和の希求
●平和都市宣言のまちとして、戦争のない平和な世界の実現に向けて、市民一人ひとりが平和の尊さを強く

認識し合い、平和の尊さ・大切さを次世代の人々に引き継ぐため、平和パネル展の開催など平和意識の啓
発を推進します。

●平和意識の高揚・醸成を図るため、 「平和の灯を守る市民の会」 と連携して平和関連事業を推進します。

人権意識の啓発
●一人ひとりの個性や人格を認め、あらゆる分野で偏見や差別などをなくして、すべての市民が平等で暮らしや

すい、人権尊重の社会を推進します。

●人権擁護委員との連携を強化し、学校や地域などでの人権教育・啓発活動を推進します。
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第3節  男女共同参画の推進

　男女が対等でお互い自立した人間として尊重され、

性別に関わりなく個性と能力が発揮できる男女共同

参画社会※1を形成することが重要です。

　本市では、 「きたひろしま男女平等参画プラン」 を

策定し、 「北広島市男女平等参画懇話会」 と 「北

広島市男女平等参画推進会議」 の推進体制によ

り、意識啓発等の各種事業を実施し、プランの推進を

図ってきました。

　男女共同参画を推進する取組みとして、参画意識

の普及啓発や子育て支援の充実が着実に進められ

てきていますが、固定的な性別役割分担意識 （夫は

外で働き、妻は家庭を守るべきであるなど） は、人々の

意識の中に依然として根強く残っています。

　市における各種審議会や各種団体の代表者等へ

の女性参画を一層促進していくため、今後も 「きたひ

ろしま男女共同参画プラン （第２次）」 のもと、男女が

あらゆる分野で社会の対等な構成員としてともに参

画し、貢献できる環境づくりを進めていく必要がありま

す。

■市民一人ひとりがお互いの人権を尊重し、家庭や地域、学校、職場などにおい
て、性別に関係なく個性や能力が発揮できるよう男女共同参画の意識づくり、
環境づくりを促進します。

■あらゆる分野における男女共同参画の視点に立った施策の実施のため、関係
機関との連携や協働を図ります。

基本的方向

第６章 計画の実現に向けて
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男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革
●男女が互いに尊重し協力し合う社会の実現に向け、 「きたひろしま男女共同参画プラン （第2次）」 を基本

に、情報紙の発行など男女共同参画に関する意識啓発や学習研修活動を進めます。

社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進
●市政への意見反映や協働のため、政策や方針決定過程への女性の参画の拡大を推進します。

●市民が性別や年齢に関係なく、お互いを尊重しながら、一人ひとりが個性と能力を発揮できるよう、まちづくりや
地域活動への男女共同参画を推進します。

仕事と生活の調和が実現できる環境の整備
●家庭・職場・学校・地域等あらゆる分野において男女がともに参画できるよう、仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス※2）に向けた環境づくりを進めます。

あらゆる暴力根絶への取組み
●重大な人権侵害であるＤＶ（配偶者等からの暴力）などの暴力をなくすため、関係機関と協力して意識啓発や

相談体制の充実を図ります。

※1　男女共同参画社会：男女が社会の対等な構
成員として、互いにその人権を尊重し、と
もに責任を担いつつ、性別にとらわれるこ
となく、あらゆる分野でその個性と能力が
発揮できる社会。

※2　ワーク・ライフ・バランス：仕事（ワーク）
と私生活（ライフ）の調和を図り、老若男女
だれもが、仕事、家庭生活、地域生活、個人
の自己啓発などさまざまな活動について、自
ら希望するバランスで展開できる状態。
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第4節  行財政運営・行革の推進

　社会経済情勢の変化、地域主権型社会の進展な

ど自治体を取り巻く環境が変化する中、市民のニーズ

は多様化・高度化しています。

　本市は、行政を取り巻く環境の変化に対応するた

め、行財政構造改革大綱に基づき、行財政構造改

革・実行計画を策定し、政策評価の推進や市民参加・

協働の推進、健全な財政運営の推進、行政運営シス

テムの改革の推進の４つを基本目標とし、110件の

改革項目を掲げ行財政構造改革を進めてきました。

平成22年 （2010年） ３月までに92項目を実施し、使

用料・手数料の見直しや家庭ごみの有料化など市民

生活と関わりの深い改革や、市職員数の削減、給与

の見直し、各種業務の外部委託などを実施しました。

　平成17年度 （2005年度） から本格実施した政策

評価において、事務事業の見直しや拡大など、行財

政運営に連動する評価システムの構築を進めてきま

した。また、平成19年度 （2007年度） には学識経験

者や市民による外部評価を取り入れ、評価の透明性

や客観性の向上を図ってきました。

　これからは限られた財源や人的資源を有効に活用

し、民間の活力やノウハウを行政運営に生かすことが

ますます重要になります。一方、多様化、複雑化する行

政課題などに対応するためには、簡素で効率的な行

政組織の整備を進めるとともに、地域主権型社会の

進展に対応できる政策形成能力や法務能力などを備

えた職員を育成するなど、職員研修の充実を図り、職

員の資質や能力の向上に努めていく必要があります。

　市民サービスの向上とさらなる行政事務の効率化

のため、また、現庁舎の耐震性からも新庁舎の整備に

向けた総合的な検討が必要となっています。

■効果的・効率的な行財政運営を実現するため、総合計画と政策評価の連動を図
り、計画・予算・評価など行財政運営の一元化をめざします。

■行財政改革を推進するとともに、行政組織の見直し、職員数の適正化、地域主
権型社会での行政課題に的確に対応できる職員の育成などを推進し、より効
果的・効率的な行財政運営に取り組みます。

■自主財源の確保を図りながら、限られた財源の重点的な配分などにより財政
の安定的な運営を推進します。

■市民に親しまれ、安全で利用しやすい、景観や環境に配慮した新庁舎の整備に
取り組みます。

基本的方向

第６章 計画の実現に向けて
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効率的な行財政運営
●総合計画・予算編成・事業実施・政策評価という一連のサイクルに基づく、効率的で効果的な行財政運営

を進めます。
●外部評価の充実により評価の客観性や透明性を高めるとともに、評価事務の効率化や精度を向上させ、政

策や予算への反映を促進します。

行財政改革の推進
●地域主権型社会の進展や高度化・多様化する市民ニーズに対応するため、行財政構造改革大綱の理念

に基づき改革を推進し、自己決定・自己責任による行政運営、持続力のある安定した財政基盤を構築しま
す。また、市民ニーズに基づいた事務事業の円滑な権限移譲を進めます。

●限られた資源を最大限に活用するため、政策評価の充実を図ることにより事業の 「選択と集中」 を進めると
ともに、業務執行の効率化と官民の役割分担の見直しを進める中で民営化・委託化の推進を図ります。

健全な財政運営
●市税などの安定的な財源の確保を図るとともに、公共サービスのあり方や適正な受益者負担などの見直しを

行い、事業の選択と限られた財源の重点的、効率的配分を進めます。
●積極的な財政情報の公開を進め、資産・債務の把握と財務諸表の充実を図り、市民の理解に基づく透明で

健全な財政運営を推進します。
●市税等の収納率向上への取組みや、企業誘致の促進による雇用と税収の創出など安定した財源の確保

を図ります。
●受益者負担、広告料収入、公募債などのほか、新たなアイデアやコスト意識に基づく民間経営の発想・改革

手法を活用します。

行政サービスの充実
●簡素で効率的な行政運営による質の高い行政サービスの実現を図るため、行政の責任領域の明確化や市

民との適切な役割分担を行うとともに、民間委託の推進や指定管理者制度の活用など民間活力の導入を
進めます。

●総合的で横断的な行政を推進するとともに、窓口サービスのワンストップ化※1などサービスの向上を図ります。
●エルフィンパーク交流広場の活用の方向を検討します。

組織・職員の活性化
●多様化、複雑化する行政課題などに適切に対応しながら、事務事業の見直しや簡素で効率的な行政組織

の整備等を積極的に進め、適正な職員配置に取り組みます。
●多様な行政課題に対応できる人材を育成するため、人材育成基本方針に基づき、職員研修を計画的、効果

的に実施し、職員の政策形成能力や法務能力などの向上を図ります。

新庁舎の整備
●市民に親しまれ、安全で利用しやすい市役所庁舎をめざして、景観や環境に配慮しながら、将来の行政需要

の変化にも対応可能な新庁舎を整備します。

※1　ワンストップ化：ひとつの窓口（ワンストッ
プ）で、複数の窓口に関連する申請・届出
の受付、証明の交付などの手続きを一括し
て行うことのできるサービスを進めること。
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現状と課題

｜ 北広島市総合計画134

第5節  広域連携の推進

　交通や情報通信基盤の進展により、通勤・通学・

通院や日用品の買い物に至るまで生活圏や経済圏

が行政界を越え広がっています。さらには人びとの価

値観や生活様式の多様化に伴い、人・物・情報の交

流が、これまでの生活経済圏域の枠を越えて活発化

するとともに行政ニーズも多様化・広域化しています。

　近隣自治体との協力がまちづくりには不可欠となっ

■行政の広域的な連携により、人々の交流や観光資源等の魅力の発掘などを促
進するとともに、共通する行政課題に取り組みます。

基本的方向

ていることから、本市は、札幌広域圏組合や道央地区

環境衛生組合などに参画し、さまざまな分野で構成団

体に共通する行政課題に取り組んでいます。

　観光、防災、環境、教育などさまざまな分野で各自

治体が抱える共通の課題に連携して取り組み、今後

とも地域の可能性を引き出すために一層の広域的な

連携に努めていく必要があります。

第６章 計画の実現に向けて



施　策

北広島市総合計画 ｜135

広域連携の推進
●行政サービスの向上を図り、さまざまな分野で各自治体が抱える共通の課題に対応するため、本市と密接

な関係にある近隣の市町村と連携して、個々の自治体の特色を生かし、資源を補完し合いながら共通する
課題に取り組みます。

●札幌広域圏組合などの持つ機能を活用し、効果的な広域行政を進めます。

国・道との連携
●市民サービス向上のため、国や道から情報を的確に把握するとともに、対等な立場で相互に連携を図りなが

ら協力していきます。
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現状と課題

｜ 北広島市総合計画136

第6節  情報公開・広報広聴の充実

　市政の現況や制度等をわかりやすく市民に伝える

ため、各種の情報手段を活用した広報機能の充実

が求められており、市民が必要とする情報を、わかりや

すく的確に伝える必要があります。市民と行政がパー

トナーシップによるまちづくりを進める上で、広報紙や

ホームページなどを充実し、市民と情報共有できる体

制づくりが求められています。

　個人情報を取り巻く環境の変化により、業務におけ

る個人情報の適正な取扱いを徹底するとともに、セキュ

リティポリシー※1の充実に努める必要があります。

　地域主権型社会への流れの中、地域が持つ環境

や資源を活用して独自のまちづくりを進めていくことが

求められています。近年、まちの良さを認識し、市民は

もとより地域外にも市の魅力を発信していく総合的な

取組みが必要となってきています。

　市民と行政との共通理解を深め、協働によるまちづ

くりを進めるために、出前トーク※2や出前講座※3、市政

懇談会を実施するとともに、市民の声などの各種広聴

事業を通して、多様化する市民ニーズを的確に把握し

ていく必要があります。

■市民と行政との情報の共有化をさらに進めるため、情報発信媒体・手法の充実
を図ります。

■個人情報の適正な取扱いを徹底し、公文書や会議の公開など情報公開制度の
充実を図ります。

■市民の意見等を適切に市政に反映するための広聴活動を推進していきます。

■市民生活やまちづくりに関する情報を的確に伝えるため、広報紙やホームペー
ジなど広報機能の充実を図ります。

基本的方向

第６章 計画の実現に向けて



施　策

北広島市総合計画 ｜137

情報の共有
●まちづくりや市政に関する情報は、個人のプライバシー保護に配慮した上での公文書や会議記録の迅速

な公開、携帯電話や映像配信など多様な方法を工夫し、市民との情報共有を推進します。

●ホームページを用いた情報共有を進めるため、市民が文書検索対応可能な総合文書管理システムや、イン
ターネット※4を利用して有効活用できるような地図情報を検討します。

●民間を交えた市のセールスサイト※5など、総合的に情報発信する方策を検討します。

情報公開制度の充実
●市民の知る権利を保障するとともに、市政への参加を促進するため、市民が利用しやすい情報公開制度を

充実します。

●情報公開条例に基づき公文書や会議を公開し、市民の知る権利を保障します。

個人情報の保護
●本市が取り扱う個人情報について、保護する環境を徹底し、個人情報保護制度の充実を図ります。

●個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取扱いを啓蒙するとともにセキュリティポリシー※1の充実を
図ります。

広報広聴活動の充実
●市民生活に必要な情報やまちづくりに関する情報をわかりやすく的確に伝えるため、広報紙やホームページ

などを充実し、広報機能の充実を図ります。

●まちの良さを認識し、市民はもとより地域外へ市の魅力をインターネット※4や他のメディアで発信していく
シティセールス※6を推進します。

●広報紙やパンフレット、ホームページのほかコミュニティＦＭなど、多様な情報手段を使いながら行政情報を市
民に分かりやすく的確に効果的に伝えます。

●多様化・複雑化する市民ニーズに的確に応えていくため、メールや郵送等でまちづくりに対する意見や要望
を随時受け付けるとともに、市政懇談会や出前トーク※2・出前講座※3を実施し、市政に対する相互理解を図
ります。

※1　セキュリティポリシー：情報システムや紙
媒体等における情報の保護において、統一
的な判断基準を定めたもの。

※2　出前トーク：北広島市長が市民の集まりに
出向き、市政に関するテーマについて意見
交換する事業。

※3　出前講座：北広島市の仕事に関する講座メ
ニューについて、担当職員が市民の集まり
に出向いて説明をする講座。

※4　インターネット：世界中のコンピュータ・
ネットワークを相互に接続した世界規模の
コンピュータ通信網。

※5　セールスサイト：観光や物産、イベントな
どの地域情報を発信して、まちをＰＲする
ためのホームページ。

※6　シティセールス：都市の魅力や個性を発
掘・育成し、発信することにより、都市の
イメージやブランド力を向上する取組み。
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138｜ 北広島市総合計画

◆未来のきたひろしま作文コンクール受賞作品（平成21年実施）

「北広島市のいいところ」

西部小学校４年　松谷　美波 さん

　北広島市のいいところは、自然がいっぱいあるところです。緑や昆
虫などいろいろな自然があります。
　大きな店もたくさんあります。なのでとても便利です！
　コンサートができる場所もあります。いろんな発表会をやっていま
す。
　北広島では大根がたくさんとれます。すごくおいしいです！
　北海道で初めてお米作りを始めたのが北広島です。西部小では、４
年生になると田植えをします。初めて北広島で米を作った人の居た所
にも行きました。
　初めてお米を作った人は、「中山きゅうぞうさん」という人です。
私は初めて田植えをしてとても楽しかったです。この体験は西部小だ
けがやっていることです。
　これからの北広島市では、みんなが環境に気をつける町になるとい
いです。
　事故のない北広島、いじめのない町、そして自然を残してほしいと
思います。
　北広島市は、探せばまだまだいいところはあると思います。
　これからもいいところが増える北広島であってほしいです！




